
お知らせ

◆正社員との差別的取扱い禁止対象範囲が拡大されます
　　これまで、パートタイム労働者とされる条件は、【①職務内容が正社員と
同一】【②人事異動等の有無・範囲が正社員と同一】【③無期労働契約を締
結している】でしたが、改正後は①と②を満たしていれば正社員と同じ待遇
となり、有期労働契約のパートタイム労働者も差別的取扱い禁止の対象と
なります。
◆「短時間労働者の待遇の原則」の新設
　　事業主が、雇用するパートタイム労働者と正社員を異なる待遇にする場
合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と
認められるものは違法となります。また、広く全ての短時間労働者を対象と
した待遇改善の原則規定が創設されます。
◆パートタイム労働者雇入の際の事業主による説明義務の新設
　　事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理
の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
◆パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による
　体制整備の義務の新設
　　事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するため
に必要な体制を整備しなければならないこととなります。
お問い合わせ　厚生労働省北海道労働局雇用均等室（☎０１１－７０９－２７１５）

4 月1日からパートタイム労働法が改正されます

　オゾン層の破壊と地球温暖化の原因と
なるフロン類の排出抑制を一層強化する
ため、フロン類の製造、使用、廃棄に至
る包括的な規制措置を講じる「フロン排出
抑制法」（改正フロン回収・破壊法）が４
月１日より施工されます。
　フロン類（ＨＦＣ、ＨＣＦＣ、ＣＦＣ）が
冷媒として使用されている業務用冷凍冷
蔵・空調機器の管理者（機器の所有者等）
には、冷媒漏えい防止のための機器の点
検、漏えい時の修理、修理なしでの充填
の禁止、機器整備の結果の記録・保存等
が義務づけられます。
　制度の詳細は、環境省ホームページ
（http://www.env.go.jp/seisaku/list/ozone.
html）をご覧下さい。
お問い合わせ
檜山振興局環境生活課（☎５２－６４９１）

平成27年４月１日より
フロン排出抑制法が
              施行されました
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左から澤谷さん、髙橋さん、福士さん、北村さん、尾田さん
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